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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，日本内燃機関連合

会(JICEF)及び財団法人日本規格協会(JSA)から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申

出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって，JIS B 8008-2:2000 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許

権，出願公開後の特許出願，実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について，責

任はもたない。 

JIS B 8008（往復動内燃機関－排気排出物測定）の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS B 8008-1 第 1 部：ガス状排出物及び粒子状排出物の台上測定 

JIS B 8008-2 第 2 部：ガス状排出物及び粒子状排出物の搭載状態での測定 

JIS B 8008-3 第 3 部：定常状態における排気煙濃度の定義及び測定 

JIS B 8008-4 第 4 部：各種用途の定常状態における試験サイクル 

JIS B 8008-5 第 5 部：試験燃料 

JIS B 8008-6 第 6 部：試験報告 

JIS B 8008-7 第 7 部：エンジンファミリの定義及び決定方法 

JIS B 8008-8 第 8 部：エンジングループの定義及び決定方法 

JIS B 8008-9 第 9 部：圧縮点火機関の過渡状態における排気煙濃度の台上測定での試験サイクル及び

試験方法 

JIS B 8008-10 第 10 部：圧縮点火機関の過渡状態における排気煙濃度の現地測定での試験サイクル及

び試験方法 

JIS B 8008-11 第 11 部：オフロード機関のガス状排出物及び粒子状排出物の過渡状態における台上測

定 
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日本工業規格          JIS 
 B 8008-2：2009 
 

往復動内燃機関－排気排出物測定－第 2 部：ガス状

排出物及び粒子状排出物の搭載状態での測定 
Reciprocating internal combustion engines－Exhaust emission 

measurement－Part 2: Measurement of gaseous and particulate exhaust 
emissions under field conditions 

 
序文 

この規格は，2008 年に第 2 版として発行された ISO 8178-2 を基に作成した日本工業規格であるが，技

術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

 

1 適用範囲 

この規格は，JIS B 8008-1 及び JIS B 8008-11 とともに，搭載状態における定常状態及び過渡状態の往復

動内燃機関（以下，機関という。）から排出されるガス状排出物及び粒子状排出物の測定並びに評価方法に

ついて規定する。 

この規格は，オフロード 1) 車両，船用設備，発電機，ディーゼル鉄道車両又は類似設備に使用される機

関の使用基準を決定するために，搭載状態若しくは現地で測定せざるを得ない場合，台上での測定が不可

能な場合又は台上測定結果を使用できない場合に適用する。 

注 1) 本来路上での使用のために設計した自動車を除く車両を総称してオフロード車両とし，オフロ

ード車両用機関並びにその他の移動式，可搬式及び定置式の機関をオフロード機関とする。 

再製後のオフロード車両用機関の再確認又は再認証が必要な場合には，使用過程での適合性を確認する

場合を除いて，それらの機関は，車両から外した状態で動力計又はロードバンクのような適切な負荷装置

及び測定機器を使用して試験することが望ましい。 

この評価方法は，搭載状態で，新製，中古若しくは再製機関の適合性の確認又は認証を行う場合，及び

オフロード車両の使用過程での適合性試験に使用できる。また，JIS B 8008-4 の観点から台上測定結果を

確認することも，この規格の適用範囲内で行うことができる。ただし，機関の運転パラメータの実験室条

件との差及び搭載状態での排出物測定装置の精度に余裕をもたせる必要がある。 

追加の要求規定（例えば，職業上の健康及び安全にかかわる規則，発電プラントの規則など）が適用さ

れる機械に使用する機関には，異なる試験条件及び／又は追加の試験条件及び特別な評価方法を適用する

ことがある。 

関連する国内の強制法規などの例としては，次のようなものがあり，適用される装置に対しては，これ

らの規定が優先する。 


